
令和６年9月25日時点

№ 項　　　目 質　　問　　事　　項 回　　　　　答

1
業務仕様書
「１－３．消防設備保守点検業
務」

　仕様書上、下記の通り、消防設備保守点検業務の対象設備は記載されているが、各設
備の数量等の詳細がないため、正確な見積もりが困難。現在実施している点検内容が把
握できる「消防設備総合点検報告書」等の開示をお願いします。

　消防設備の詳細等については、「おきなわ工芸の杜完成図書」を追加
掲載いたしますので、こちらをご確認ください。

2

業務仕様書
「１－４．昇降機設備保守点検業
務仕様書」「（２） 保守点検内
容」

　「ウ 昇降機が利用されない時間帯に遠隔操作による点検（月１回）を行い、昇降機の
状態を診断すること。」とされているが、「月１回」の点検は、必ず「遠隔操作による
点検」でなければならないのか？
理由：　県立病院、県立高校、県立特別支援学校、国立劇場おきなわ、国の庁舎の昇降
機保守点検業務では、直接、「技術者による」、「点検（月１回）」でも差し支えない
とされている。

　仕様書を修正いたします。昇降機の適切な状態を診断できるのであれ
ば必ずしも遠隔操作による点検である必要はありません。
　なお、おきなわ工芸の杜の昇降機設備は㈱沖縄日立のリモートメンテ
ナンスシステムを導入しており、当該システムを利用することも可能で
す。

3

業務仕様書
「１－４．昇降機設備保守点検業
務仕様書」「保守点業務」契約に
ついて

　本仕様書の「保守点検業務」は、「フルメンテナンス」、「POG」のいずれか？
沖縄県の入札公等では、「業務内容：昇降機設備○○台の保守点検業務（フルメンテナ
ンス）」などと明記されるのが通例である。本仕様書では、「フルメンテナンス」なの
か「POG」なのか不明なため。
注：　POG契約でもフルメンテナンス契約でも、保守点検業者はエレベーターの装置・部
品についての「全面的な点検」を行う。いずれも「安全性の確保」において優劣はな
い。前掲施設では「POG」契約に拠っているとのこと。（見積もり業者ヒアリングより）

　関連法令や仕様書で求められる昇降機の適切な維持管理が可能な契約
であれば、いずれの契約も可としています。ただし、POG契約とした場
合に生じうる追加費用（劣化による故障や部品交換費用、法定点検等の
追加費用）は、指定管理料において対応することになります。

4
業務仕様書
「１－５．入退管理設備保守点検
業務」

　現在、入退管理設備保守点検業務の保守点検を実施している業者を、開示いただきた
い。見積もり徴取に必要なため。

　仕様書にあるとおり、本施設の入退管理設備は三菱総合ビルセキュリ
ティシステムを導入しており、現在は沖縄菱電ビルシステム株式会社が
保守点検を実施しています。

5
業務仕様書
「１－５．入退管理設備保守点検
業務」

　入退管理設備は、「３機械警備」のシステムと連携しているのか？ 　連携はしていません。

6
業務仕様書
「１－５．入退管理設備保守点検
業務」

　連動している場合、仮に新たな警備システムとなった場合、入退管理システムとの接
続に、新たな費用が発生するか？

　連携はしていません。
　連携をさせるためにシステムの入れ替えが必要となった場合の追加費
用等については、申請者において発生の有無を検討し、必要に応じて指
定管理料において対応することになります。

おきなわ工芸の杜指定管理者公募に関する質問及び回答

1/5



№ 項　　　目 質　　問　　事　　項 回　　　　　答

7 「３．機械警備業務仕様書」

　現在、工芸の杜は、一般公衆回線（常時断線監視機能付）を使用した遠隔監視システ
ムによる機械警備を株式会社レキオ・セキュリティーサービスに委託しているとのこと
であるが、機械警備費用の相見積もりを徴取するため、同社が実施している警備内容が
分かる、「防犯図面」等、既存システム（機器の種類・数量・配線設備等）情報を、開
示して欲しい。なお、防犯図面には、設置機器名・設置ヶ所・数量などの詳細を開示し
ていただきたい。

　警備図面については、安全管理の都合上、HPには掲載していません。
なお、沖縄県ものづくり振興課にて閲覧は可能です。

8

２．清掃・環境衛生等業務仕様書
（２）環境衛生管理業務エ 実施
時期等（ビル管理法等に基づく）
・空気環境測定業務 ２ヶ月に１
回（ホルムアルデヒドは初回時に
１回実施）
・受水槽清掃 年１回

・受水槽清掃 年１回
「受水槽」の材質によって清掃業内容が大きく異なるとのこと。材質は何か？
またこれまでの実施内容を開示していただきたい。

　受水槽は型式：ＦＲＰ製（二槽式）GFS型　ヒシタンクとなります。
　また、これまでの実施内容については　現在の指定管理者のノウハウ
にかかわるため、開示しておりません。申請者において仕様書の基準を
満たす内容をご検討ください。

9
２．清掃・環境衛生等業務仕様書
（２）環境衛生管理業務

　「ねずみ、昆虫等防除 年３回」とあるが、現行業者による「防除作業報告書」を開示
して欲しい。「IPM」か「化学的施行」かの「いずれかによって、薬剤散布方法に違いあ
り、その確認が必要なため。

　これまでの実施内容については　現在の指定管理者のノウハウにかか
わるため、開示しておりません。申請者において仕様書の基準を満たす
内容をご検討ください。

10
２．清掃・環境衛生等業務仕様書
（２）環境衛生管理業務

　「・排水（水質汚濁防止法）年1回（有害物資以外）」とあるが、それは、「汚水槽」
の排水か、又は「浄化槽」の排水か？

　施設からの排水全般について、水質汚濁防止法等において必要とされ
る、施設からの排出水の汚染状態の測定等を実施することになります。
　なお、当施設には汚水桝が設置されていますが、汚水槽と浄化槽は設
置されていません。

11

７．ネットワークシステム及び映
像機器等保守管理業務仕様書
（３）ネットワーク等の障害対策
「ネットワーク等に障害が発生し
た場合、３時間以内に対応し原因
の調査、システムの速やかな修復
を図るものとする。」

　システム障害の原因が部品の劣化で交換等に時間を要することもある。このため「３
時間以内に」の文言は、あくまでも現場調査等といった「対応」にかかると解してよい
か？

　ご認識のとおりです。指定管理者において、システム状況の確認やシ
ステムメンテナンス事業者への連絡等の初動を３時間以内に行っていく
ことを想定しています。
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12 業務仕様書全体について

　施設管理に必要な経費を適切に見積もるためには「消防点検報告書」や「防除作業報
告書」等に限らず、現行指定管理者がこれまでの施設管理業務のなかで実施してきたす
べての情報、各種報告書の開示が不可欠である。募集期間中、業者等が常時、自由に閲
覧出来るようにして欲しい。

　現在の指定管理の運営状況については、モニタリングシートを県HPに
て公表しておりますので、そちらをご確認ください。
　なお、指定管理業務にかかる各実施報告書等の詳細な実施内容につい
ては、現指定管理者の持つ技術やノウハウ等により実施し作成されたも
のであるため、開示しておりません。
　指定管理者が実施すべき保守点検の頻度等の具体的な業務内容は「仕
様書」で示しておりますので、仕様書の水準を満たしつつ、施設の効用
を最大限に発揮し、かつ経費の削減が図られる方法を各申請者にてご検
討をいただきますようお願いいたします。

13 指定管理料について

　供用開始から３年目である今年度までは、入居率等の増加による収入増などが理由と
なり、当初から指定管理料が徐々に減少となっていることは、ある程度理解できます
が、既にある程度の入居も済んでいる状況において、今後の指定管理料の減額について
根拠も含めてわかりやすく説明をお願い致します。
（減額幅に一貫性が無いことから、なるべく詳細な数値にて根拠を示していただけます
と幸いです。）

　おきなわ工芸の杜の利用料金収入は、体験工房、貸し工房の入居施設
のほか、共同工房、多目的室、展示室の利用料収入となります。これら
の貸し出し施設分を合わせた施設稼働率は、令和４年度、令和５年度の
実績を踏まえた目標値まで、一定の上昇による更なる収入増があるもの
と見込んでいます。
　経費については、人件費以外は令和５年度の実績相当分を令和７年度
以降の必要経費として見込んでいます。
　加えて、特殊要因として、建築基準法第12条検査費用と、経年により
実施の必要性が見込まれる空調設備のクリーニング費用、入退館施設の
バッテリー交換等の施設の維持管理に必要と見込まれる分を計上してお
り、令和７年度は310万円、令和８年度は175万円、令和９年度は300万
円程度を追加費用として見込んでいます。あくまで積算の参考としてお
示ししているものですので、申請者において、施設維持に必要な範囲や
優先順位等を検討し、指定管理料の上限額の範囲内で回数や実施方法を
調整いただくようお願いいたします。

14

業務仕様書
２．清掃・環境衛生等業務仕様書
（３）廃棄物処理業務
　イ　産業廃棄物処理及び廃液処
理

　令和４年度、令和５年度の処理量の実績を示していただきたい。

　産業廃棄物について、令和４年度と令和５年度の実績は下記のとおり
です。

　　　　　　　　令和４年　　令和５年
　　廃アルカリ　　17.6トン　　 　3トン
　　混合　　　　　0.22トン　　1.48トン
　　木くず　　　　1.54トン　　2.63トン
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15

管理運営仕様書
４基本事項
（２）施設の利用調整及び利用予
約

　指定管理者によるおきなわ工芸の杜の事業主旨に沿った展示会の利用は、県との年間
利用調整を踏まえた上で利用は可能ですか？また、その際の利用料は無料ですか？

　指定管理者によるおきなわ工芸の杜の事業主旨に沿った展示会の利用
は、県との年間利用調整を踏まえた上で利用が可能です。ただし、年間
利用調整外で利用予約を行う他の施設利用者との公平性は保つようお願
いいたします。
　また、事業趣旨に沿った利用であっても、指定管理業務以外で施設を
使用する場合に利用料を減免するには、減免規程を作成した上で、県の
承認を得る必要があります。

16

募集要項
６自主事業（７）
管理運営仕様書
13 自主事業
（２）共同販売所・休憩スペース
（厨房、倉庫及び休憩室を含む
192 ㎡）

　「上記に規定された「共同販売所」「休憩スペース（厨房、倉庫及び休憩室を含む192
㎡）」の目的外使用許可に係る使用料はいくらですか？

　当施設の共同販売所・休憩スペース192.1㎡の使用料金は、年間約362
万円になると想定されます。
　なお、利用者の状況等を勘案し、特に使用料の減免が必要であると認
められるときは、75％の減免率を適用することが可能です。

17

募集要項
６自主事業（７）
管理運営仕様書
13 自主事業
（２）共同販売所・休憩スペース
（厨房、倉庫及び休憩室を含む
192 ㎡）

　令和４年度、５年度の目的外使用許可に係る「許可を受けた者」「目的外使用許可の
期間」及び「金額」を教えてください。

　令和４年度は同スペースの通年の目的外使用許可は行っていません。
イベントにて使用許可を行っており、件数及び金額については下記のと
おりです。
　　許可件数：４件
　　使用料計：159,980円
　令和５年度は下記のとおりです。
　　許可を受けたもの：おきなわ工芸の杜指定管理共同企業体
　　目的外使用許可の期限：令和5年5月20日～令和6年3月31日
　　使用料　　　　　　　：761,719円

18

募集要項
６自主事業（７）
管理運営仕様書
13 自主事業
（２）共同販売所・休憩スペース
（厨房、倉庫及び休憩室を含む
192 ㎡）

　令和６年度の目的外使用許可に係る「許可を受けた者」「目的外使用許可の期間」及
び「金額」(減免がある場合は、減免後の実績額)を教えてください。

　令和６年度の使用許可は下記のとおりです。
　　許可を受けたもの　：おきなわ工芸の杜指定管理共同企業体
　　目的外使用許可の期限：令和4年4月1日～令和6年3月31日
　　使用料　　　　　　　：904,239円

19

業務仕様書
７．ネットワークシステム及び映
像機器等保守管理業務仕様書
（２）保守の内容

ウ Ｗｅｂサイト及びメール
② ドメインの維持及びＳＳＬ証明書の更新、とあります。
　その際のドメインやウェブの管理権限のSNSアカウントの「引継ぎ」は可能ですか？

　ドメイン・ウェブの管理者権限、SNSアカウントについては、現指定
管理者と調整の上、引継ぎをすることが可能です。

20

業務仕様書
７．ネットワークシステム及び映
像機器等保守管理業務仕様書
（２）保守の内容

　ネットワークシステムの機器一覧と配置図の開示
　また、ネットワークシステム等保守管理業務には、インターネット回線の維持及び館
内LAN環境の調整などが含まれているか？

　別添のとおりLAN・TEL機器構成図を追加掲載します。
　また仕様書（２）ア②にあるとおり、ネットワークシステム等保守管
理業務にはインターネット回線の維持及び館内LAN環境の調整が含まれ
ます。

21

業務仕様書
７．ネットワークシステム及び映
像機器等保守管理業務仕様書
（５）映像機器

　「おきなわ工芸の杜整備事業展示製作業務委託」により整備されたとされる映像機器
等の詳細な情報の開示

　別添のとおり、映像機器等の配置図面を追加掲載します。
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22
業務仕様書
７．ネットワークシステム及び映
像機器等保守管理業務仕様書

（６）保守報告（Ｒ４から直近までの保守を行った際の記録や定期的な保守レポート）
の開示

 （３）ネットワーク等の障害対策
　これまでに発生した「ネットワーク等に障害」の原因やシステム修復した報告書の開
示
（４）サポート事項として実施した、下記業務に係る報告書の開示も含む。
ア ネットワーク、Ｗｅｂサイト、メール、映像機器に関するトラブル対処
イ 工芸の杜公式Ｗｅｂサイト等の更新及び修正作業
ウ 館内映像機器のコンテンツの更新及び修正作業
（９）にかかる各種「報告等」（Ｒ４から直近まで）の開示
（４）サポート事項として実施した、下記業務に係る報告書の開示
ア ネットワーク、Ｗｅｂサイト、メール、映像機器に関するトラブル対処
イ 工芸の杜公式Ｗｅｂサイト等の更新及び修正作業
ウ 館内映像機器のコンテンツの更新及び修正作業
　現在の保守管理業務を担当する管理者の名称、連絡先等の開示

　指定管理業務にかかる各実施報告書等の詳細な実施内容については、
現指定管理者の持つ技術やノウハウ等により実施し作成されたものであ
るため、開示しておりません。

23
業務仕様書
２．清掃・環境衛生等業務仕様書
（１）清掃業務

　③業務内容に「清掃箇所は原則として貸し工房、体験工房及びカフェ・販売スペース
以外とする。」とされている。したがって、「イ 定期清掃」に定められた「・ガラス外
面清掃（年４回以上、台風後は水洗い）」も、同様に考えて差し支えないか？

　ご認識のとおりです。
　貸し工房、体験工房及びカフェ・販売スペース等については、入居者
等において清掃・管理を行っていただくことを想定しています。
　なお、指定管理者において、当該部分の定期清掃等も施設の維持管理
に必要と判断する場合、県と調整の上で当該部分の定期清掃を行うこと
としても問題ありません。

24
業務仕様書
２．清掃・環境衛生等業務仕様書
（１）清掃業務

　清掃の対象となる「ガラス外面」の面積はどれだけあるのか？
　ガラス外面の面積は算出していません。
　建具図面にかかる「おきなわ工芸の杜完成図書」を掲載しますので、
こちらをご確認ください。

25
業務仕様書
２．清掃・環境衛生等業務仕様書
（１）清掃業務

　「便所における石けん箱の設置並びにトイレットペーパー、石けん及びゴミ袋の補給
を受託者負担により行う。」とあるが、工芸の杜のR4、R5の年間の各月ごとの消費数
量、金額等のデータを開示して欲しい。

　これまでの実施内容については　現在の指定管理者のノウハウにかか
わるため、開示しておりません。申請者において仕様書の基準を満たす
内容をご検討ください。

26
業務仕様書
２．清掃・環境衛生等業務仕様書
（２）有機溶剤にかかる業務

　R4、R5の施設内での「有機溶剤に係る業務」の処理量及び処理費用を開示ください。
　これまでの実施内容については　現在の指定管理者のノウハウにかか
わるため、開示しておりません。申請者において仕様書の基準を満たす
内容をご検討ください。

27
業務仕様書
２．清掃・環境衛生等業務仕様書
（２）有機溶剤にかかる業務

　「エ 業務内容　・作業環境測定　６月以内ごとに１回、定期に作業環境測定士（国家
資格）により下記の作業環境測定を実施し、その結果を記録して３年間保存するこ
と。」されているが、直近までの「記録」を開示して欲しい。

　指定管理業務にかかる各実施報告書等の詳細な実施内容については、
現指定管理者の持つ技術やノウハウ等により実施し作成されたものであ
るため、開示しておりません。申請者において仕様書の基準を満たす内
容をご検討ください。

28
業務仕様書
４．施設巡回業務仕様書

　「施設巡回業務仕様書」では、「・毎日日誌又は巡回記録簿にて記録し、翌日、総括
責任者の点検を受けるものとする。」とされているが、直近までの点検を受けた「記
録」を開示して欲しい。

　指定管理業務にかかる各実施報告書等の詳細な実施内容については、
現指定管理者の持つ技術やノウハウ等により実施し作成されたものであ
るため、開示しておりません。申請者において仕様書の基準を満たす内
容をご検討ください。
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